
企業立地に対する支援 

春日部市では、市内の適用地域について、工場等を新設する者に対して、奨励金を交付し

ています。 

 

■ 適用地域 

１．都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 34 条第 10 号 

２．春日部市開発事業の手続及び基準に関する条例（平成 24 年条例第 37 号）第 50 条

第１項第１号による土地の区域 

（下柳 16 号南側地区、下柳 16 号北側地区、水角地区、東中野・新宿新田地区、 

上金崎地区、緑町地区ほか） 
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■ 敷地面積 

1,000平方メートル以上であること 
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■ 延床面積

300平方メートル以上であること 

 

■ 常時雇用従業員 

常時雇用従業員数が10人以上又は市内に住所を有する常時雇用従業員数が５人以上

であること 

 

■ 対象の建築物の用途 

適用地域において指定された予定建築物の用途に適合する施設 

-2-



お問い合わせ 

商工振興課 企業誘致担当 電話番号 048-797-8029
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春日部市中小企業退職金共済掛金補助制度 

 

この制度は、市内中小企業で働く従業員(パートタイマーを含む)の福祉の増進と雇用

の安定のため、「中小企業退職金共済」や「春日部商工会議所特定退職金共済」に新規加

入した従業員を有する事業主に対し、共済掛金の一部を補助するものです。 

 

対象事業所 

  市内に事業所を有し、1 年以上事業を継続しているもの 

  常時雇用する従業員の数が 100 人以下のもの(卸売・小売業又はサービス業を主たる

事業とする場合は 20 人以下のもの) 

  納期の到来した市税を完納しているもの 

※以上のすべてに該当する事業所が対象となります。 

 

申請の方法など 

申請時期…毎年１月頃 

提出書類…(1) 退職金共済掛金の補助金交付申請書 

(2) 前年 12 月の共済掛金の払込がわかるもの 

(3) 同意書 (4) 振込口座の通帳のコピー（新規に申請する方、前年度の申 

請から振込先に変更がある方のみ） 

補助金額 

  退職金共済制度に新規加入した従業員(パートタイマーを含む)1 人あたり、1 ヶ月の

掛金 2,000 円を限度として、その掛金の 10％(最高 200 円)を３年間補助します。 

  補助金は、交付申請書の審査後、３月末に取引銀行の指定口座へ振り込みます。 

お問い合わせ 

商工振興課 商工振興担当 電話番号 048-797-8029 

 

中小企業退職金共済制度のお問い合わせ 

中小企業退職金共済事業本部 電話番号 03-6907-1234 

 

特定退職金共済制度のお問い合わせ 

春日部商工会議所 電話番号 048-763-1122 
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